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改
め
る
。
　

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
告
　
　
　
示
（
第
六
百
八
十
五
号
）

○
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
団
体
指
導
課
）…

…
…
…
…

一

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

　
　
　
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
貸
付
規
程
（
平
成
十
五
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
五
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
条
第
三
項
の
表
貸
付
資
金
の
欄
中
「
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
八
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
」
を
「
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八

年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
　
十
二
年
以
内

　
　す
る
資
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
年
以
内
）

　
様
式
第
一
号
中
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目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

７
　
会
社
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
役
員
名
簿
（
別
紙
７
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

７
　
山
村
振
興
法
第
８
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
資
金
を
調
達
方
法
と
す
る
場
合

　
は
、
同
法
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
山
村
振
興
計
画
の
計
画
書
、
当
該
計
画
書

　
に
付
随
す
る
「
産
業
振
興
施
策
促
進
事
項
」
及
び
「
森
林
資
源
活
用
型
地
域
活
性

　
化
事
業
に
つ
い
て
」
並
び
に
当
該
計
画
に
係
る
県
の
同
意
文
書
の
写
し
を
添
付
す
る

　
こ
と
。

８
　
会
社
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
役
員
名
簿
（
別
紙
７
）
を
添
付
す
る
こ
と
。


